
川崎市廃棄物処理業者等の法違反等に係る不利益処分等検討委員会設置要綱 

 

（目的及び設置）  

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃

棄物処理法」という。）に基づく、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、

産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、

一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者及び排出事業者の廃棄物処

理法違反行為等及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法

律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づく、対象建設工事受注者

の建設リサイクル法違反行為並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成

１４年法律第８７号。以下「自動車リサイクル法」という。）に基づく、引取業者、

フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者の自動車リサイクル法違反行為及びポリ

塩化ビフェニル廃棄物の適正処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法律第６

５号。以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）に基づく保管事業者に対する違反行為

について、公正かつ適正な不利益処分等を行うため、川崎市廃棄物処理業者等の法

違反等に係る不利益処分等検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

  ただし、同一の者が同時に複数の法律等に違反し、当該法律等に基づく不利益処

分を行う場合など必要に応じて、別に定める「川崎市環境局不利益処分検討委員会

設置要綱」に基づき設置したときは、この要綱に基づき設置されたものとのみなす。  

 （委員会の開催）  

第２条 委員会は、次に掲げる事項の処分内容について審議するために開催する。  

 (1) 廃棄物処理法第７条の３及び同法第１４条の３（同法第１４条の６において準

用する場合を含む。）の規定に基づくその事業の全部若しくは一部の停止命令に

関すること。 

 (2) 廃棄物処理法第７条の４及び同法第１４条の３の２（同法第１４条の６におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく許可の取消しに関すること。 

 (3) 廃棄物処理法第９条の２及び同法第１５条の２の７の規定に基づく当該施設

に必要な改善命令若しくは当該施設の使用の停止命令に関すること。 

 (4) 廃棄物処理法第９条の２の２及び同法第１５条の３の規定に基づく許可の取

消しに関すること。 

 (5) 廃棄物処理法第１５条の１９第４項の規定に基づく土地の形質の変更の施行

方法に関する計画の変更の命令に関すること。 

 (6) 廃棄物処理法第１９条の３の規定に基づく改善命令に関すること。 

 (7) 廃棄物処理法第１９条の４第１項、同法第１９条の４の２第１項、同法第１９

条の５第１項、同法第１９条の６第１項及び同法第１９条の１０第１項の規定に

基づく措置命令に関すること。 

 (8) 廃棄物処理法第２１条の２第２項の規定に基づく措置命令に関すること。 

 (9) 建設リサイクル法第２０条の規定に基づく命令に関すること 

 (10) 自動車リサイクル法第５１条第１項及び同法第５８条第１項に基づく登録の

取消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止命令に関すること。 

 (11) 自動車リサイクル法第６６条及び同法第７２条（同法第７０条を含む。）の規

定に基づく許可の取消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止命令に関する

こと。 

 (12) 自動車リサイクル法第２０条第３項及び同法第９０条第３項の規定に基づく

措置命令に関すること。 

(13) ＰＣＢ特別措置法に基づく改善命令に関すること。 



(14) その他必要と認めること。 

２ 前項各号において、行政手続法第１３条第２項が適用される場合は、各委員の決

裁により、委員会の開催を省略することができる。 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。 

 (1) 環境局生活環境部長 

 (2) 環境局総務部庶務課長 

 (3) 環境局生活環境部廃棄物指導課長 

 (4) 環境局生活環境部減量推進課長 

(5)  環境局施設部処理計画課長 

ただし、産業廃棄物に関すること、建設リサイクル法に関すること及び自動車リ

サイクル法に関すること（使用済自動車一般廃棄物に係る廃棄物処理法違反に関す

ることを含む。）については、(2)、(4)及び(5)を除くことができる。 

２ 委員会に委員長を置き、生活環境部長をもって充てる。 

３ 委員会は、委員長が代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。  

２ 委員会は、委員の５分の３以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するこ

とによる。 

 （書記） 

第５条 委員会に書記を若干名置く。  

２ 書記は、環境局生活環境部廃棄物指導課の職員をもって充てる。  

（関係者の出席）  

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は

意見を聴くことができる。  

 （庶務） 

第７条 庶務は、環境局生活環境部廃棄物指導課において処理する。  

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年３月３１日から施行する。  

  附 則 

（施行期日） 

 １ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年３月３０日から施行する。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年３月２８日から施行する。  

 附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

        


